
令和６年度 事業計画 

 

【法人会の理念】 

 

法人会は税のオピニオンリーダーとして 

企業の発展を支援し 

地域の振興に寄与し  

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体である。 

 

 

【活動の基本方針と重点事項】 

 

１ 基本方針  

● 法人会の理念の下、杉並法人会は「法人自治」及び「自己責任」の原則に基づき、活動の

更なる充実に努める。 

● 令和６年度は前期と同様に本部事業、ブロック・部会事業における公益性を強化した事業

展開を行う。 

● 法人会の原点である「税」に関する活動に力点を置きながら、行政と連携した公益性の高

い事業展開に努める。 

● 法人会活動の活性化のため、会員増強を強力に推し進めるとともに、公益社団法人として

の健全性の堅持に一層の力を注ぎ、地域社会への社会貢献、地元企業への支援活動を積極

的に推進する。 

 

２ 重点事項  

 

（１）組織の強化とブロック活動の活性化 

・ 組織の充実・強化を図るため退会防止に努めながら、役職員・全ブロック一丸となり、組

織的な会員増強を展開する。 

・ ブロック活動をより活性化するため、ブロック共同での公益事業や他会と協賛した公益事

業を 実施し、会員増強と退会防止に努め、地域社会に貢献する幅広い事業を展開し会員及

び役員相互の親睦、交流を密にする。 

（２）研修の充実と経営支援活動の推進 

・ 法人会の根幹事業である税法・税務関係研修をはじめ、多様なニーズに応える研修・セミ
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